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本稿のねらい

• 公共事業の「事業継続」は、多くの市民に影
響があるものであり、極めて重要である。

• 近年、公共施設の整備・運営には、ＰＦＩという
事業手法が取り入れられるようになっている。

• ＰＦＩ事業において、ＢＣＰ（事業継続計画）は
どうあるべきかについて、いくつかの論点から
考察する。
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1. ＰＦＩによる公共施設の整備・運営
– PFIとは

– PFIの特徴

– PFI事業の現状

2. ＰＦＩ事業におけるＢＰＣの論点
–官民でのリスク分担
–徹底したリスク分析
– PFI特有のリスクとその対策



１．PFIによる公共施設の整備・運営



ＰＦＩとは

• ＰＦＩ（Private Finance Initiative）
• 「公共施設の整備・運営等を一括して民間に
委託する事業方式」

• １９９９年にＰＦＩ法（民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関する法律）
制定、２００５年・２０１１年に改正

• 庁舎、宿舎、図書館、文化センター、病院、学
校、給食センター、警察、消防など、４００を超
える事例がある。



（内閣府のホームページより）



ＰＦＩの特徴

• 一括発注
– 公共施設の設計・建設から運営・維持管理までを一
括して民間に委託

– 異業種コンソーシアムの設立
• 長期契約

– 最長３０年の債務負担行為（ＰＦＩ法）
– １５年から２０年の契約が多い

• 性能発注
– 仕様ではなく、性能を規定
– 実現方式は民間の創意工夫に任せる



• ＳＰＣ（特別目的会社）の設立
–目的の公共事業以外の事業を行わない「特別」
な会社

• 「官民共働」
–民が運営を行う場合は、官はモニタリングを行う。
–施設の運営においては、官と民とが「共働」する
こともある。

– ＰＰＰ（Public Private Partnership）の１つ



ＰＦＩ事業の現状

• まだ事業期間が終わっていないものがほとんど
• いくつかの事業において、事業継続に関連する
リスクが発現している。
– 仙台市複合健康施設

• 宮城県南部地震（２００５）時に天井落下事故
– 福岡市温浴施設

• 経営破綻、代表企業の倒産
– 近江八幡市病院、高知県・高知市病院

• 収支悪化による事業契約解除
– 藤沢市堆肥化センター

• 経営破綻、代表企業が撤退表明



東日本大震災とＰＦＩ事業

• 被災地におけるＰＦＩ事業の状況
– 仙台市天文台

• 望遠鏡、プラネタリウム、展示施設等を修理
– 仙台市野村給食センター、高砂給食センター

– 稼働中止→６月に再開
– 石巻地区広域事務組合消防本部

• 庁舎の被害は無し
– 石巻地区広域事務組合養護老人ホーム

• 自家発電や十分な備蓄（１か月分）により平常運営
– 岩手沿岸南部クリーンセンター

• 津波により１億円の被害、建物への浸水は無し
– いわき市芸術文化交流館

• 施設の改修等のため利用中止→再開、避難所としても活用
– 常陸那珂港北ふ頭公共コンテナターミナル

• 津波により全面浸水、地震による亀裂・陥没・液状化・地盤沈下等



２．ＰＦＩ事業におけるＢＣＰの論点

①官民でのリスク分担

–どちらが事業継続の責任を負うのか
②徹底したリスク分析

–長期の事業期間におけるリスクは多種多様
③ ＰＦＩ特有のリスク



①官民のリスク分担

• 事業のリスクは官民で分担する
– 「リスクは、それを最もよくコントロールできる者が負
担する」という原則

– 不可抗力等はどちらもコントロールできない
• 事業者選定の段階でリスク分担を明確にする

– 実施方針における「リスク分担表」
– リスク分担を記述した事業契約書

• 想定外の事象への対処
– 想定外の事象は起こりうる
– 事業契約書の協議事項





• 第78 条（不可抗力）
– 甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなく
なったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方
に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、
通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を
免れるものとする。但し、各当事者は、不可抗力により相手方に発生
する損害を最小限にするよう努力しなければならない。

– 2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の
継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加
費用が発生する場合又は本件施設引渡予定日の遅延が見込まれる
場合にあっては、乙が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限と
するよう対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなけれ
ばならない。

– 3 甲及び乙は、前項の協議の結果をふまえ、本契約の締結後におけ
る不可抗力により生じる合理的な増加費用（金融費用を含む。）及び
損害を別紙６に記載する不可抗力による費用分担に定める方法によ
り負担する。

事業契約の例



不可抗力の定義の例

• 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲
及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由（経験ある
管理者及びPFI 事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは
予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的
に期待できないような一切の事由）をいう。なお、不可抗力の具体
例としては以下のとおり。
（１）天災：地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、
土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。
ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超
える場合とする。
（２）人為的事象：戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内
戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
（３）その他：放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧
力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及
び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。



• 地震
– 「計測震度6.5 以上、気象庁震度階Ⅶ、地表水平加
速度約500gal 程度のごく稀に起こる阪神淡路大震災
クラスよりも巨大な地震であり、かつ同時期に建設さ
れた周辺の類似条件の建物の過半が当該施設と同
程度以上の被害を受けた場合を不可抗力とする。」

• 暴風
– 「各部に架かる風圧力が、建築基準法の定める「基
準風速：30m/sec」（地上10m、10分間平均風速）を超
え、かつ同時期に建設された周辺の類似条件の建
物の過半が当該施設と同程度以上の被害を受けた
場合を不可抗力とする。」



事業継続にかかわるリスク

• 多種多様なリスク←長期契約
– 遅延リスク、性能リスク、コストオーバーランリスク、
損害賠償リスク、不可抗力リスク、法令変更リスク、
物価変動リスク、住民反対運動リスクなど

• 施設関連
– 施設の損傷リスク

• 施設の劣化および事故・災害等による施設の損傷
– 不可抗力リスク

• 天災、暴動等
– 大規模修繕リスク



②徹底したリスク分析

• ＰＦＩの入札時におけるリスク分析
–詳細なリスク分析を要求
– リスクマネジメント手法に基づくリスク対策の立案

• コンソーシアムのメリット
–一括発注のためコンソーシアムを組成する

• 設計企業、建設企業、運営企業、維持管理企業等
–総合的な観点からのリスク対策の立案が可能



リスクマネジメント

• プロジェクト・マネジメントの１つ（ＰＭＢＯＫより）
① 統合マネジメント
② スコープ管理
③ スケジュール管理（進捗管理）
④ コスト管理
⑤ 品質管理
⑥ 人的資源管理
⑦ コミュニケーション管理
⑧ リスク管理
⑨ 調達管理

• リスクマネジメント・サイクル
Plan(計画)→Do(実施)→Check(点検)→Act(処置)

Ｐｌａｎ

Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔ



リスク対策

• ４つの対策
– リスクの回避
– リスクの低減

• 発生確率を下げるか被害額を小さくする
– リスクの移転
– リスクの受容

• 民間企業の創意工夫



施設関連リスクへの対応

• 施設の損傷・修繕リスク
– 点検の充実、予防保全
– 事業計画で十分な修繕費の確保
– 保険への加入

• 不可抗力リスク
– 耐震、免震、制震等の技術の導入
– 危機管理マニュアルの整備
– 避難訓練
– 災害用品の備蓄
– 事業計画で予備費の確保



③ＰＦＩ特有のリスクとその対策

• ＰＦＩ事業特有のリスク
–倒産リスク

• 民間企業は倒産する可能性がある
• 需要変動リスクをＳＰＣがとれるか

–大規模修繕リスク
• 大規模修繕の予測可能性
• 事業期間の制約
• 予算の固定化の問題



倒産リスクへの対応

• 精度の高い事業計画の策定
• ＳＰＣ（特別目的会社）方式

– 受託企業の倒産による事業停止の回避
• 出資企業が倒産してもＳＰＣは残る
• 当該事業以外の事業による倒産なし

– リスクの徹底した分散
• 受託企業へのリスクの移転

• バックアップ・サービサーの確保
• 金融機関とのＤＡおよびステップイン

– 金融機関によるモニタリング
– 倒産時の介入



大規模修繕リスクへの対応

• 中長期修繕計画の策定
• 事業期間を超えた修繕計画

• 大規模修繕の定義
• 適切なリスク分担
• 柔軟な事業内容の見直し


